
件   名  愛媛県農林水産研究所使用料条例の一部を改正する条例 

主 管 課  林業政策課 
根拠法令等  

【改正の概要】 

平成２３年４月１日からの愛媛県農林水産研究所林業研究センター内への愛媛大学

大学院森林環境管理特別コース開設に併せ、同大学の効果的な運営支援を目的とした

同大学の同センター内展示研修館１階研修室の使用を含め、農林水産研究所の使用料

の減免の対象者の範囲を拡大する。 

 
（使用料の減免） 

第４条 知事は、公共団体の依頼による場合において、公益上特に必要があると認めると

きは、使用料を減免することができる。 
    
※国立大学法人（愛媛大学）を公共団体として扱うことが困難なため、下線部を削る。 

 
施 行 日 平成 23 年４月１日 

【その他参考事項】 
○愛媛県農林水産研究所使用料条例（抜粋） 
（使用料の額） 

第２条 使用料の額は、別表に定める額の範囲内で知事が定める額とする。ただし、特別の経費
を必要とする分析等に係る使用料の額は、実費を基準として知事が定める額とする。 
（使用料の減免） 

第４条 知事は、公共団体の依頼による場合において、公益上特に必要があると認めるときは、
使用料を減免することができる。 

別表（第２条関係） 
１ 分析等に係る使用料 

 区分 種別 単位 金額  

 農業関係 土壌の定性分析 １件につき 500円  
   土壌の定量分析 １件につき 1,000円  
   肥料の定性分析 １件につき 500円  
   肥料の定量分析 １件につき 1,000円  
   肥料の鑑定 １件につき 1,000円  
 林業関係 木材の材質試験 １件につき 6,600円  
   木材の強度試験 １件につき 9,100円  
   水の化学分析 １件につき 18,100円  
   土壌物理性測定 １件につき 17,800円  
   土質試験 １件につき 11,600円  
   土壌養分分析 １件につき 12,000円  
   造林用苗木の品種分析 １件につき 3,100円  

２ 施設の使用料 

 区分 単位 金額  

 林業研究センター研修室 １日につき 9,100円  

  


